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（厚生労働省のパンフレットからの
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20 建設業の交通労働災害の防止対策
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１次健診

※ 令和６年１月１日から、新たに「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」が追加されます。これに伴い「金属アーク溶接等作業

主任者限定技能講習」を修了した者のうちからも作業主任者を選任することができるようになります。
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令和５年３月末現在

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

初年度 ２年目 ３年目 ４年目基準 目標

24 22 20

2026年度 2027年度

最終年

死 亡 災 害
30 人 20人以下

28 26

（ 上 段 は 計 画 値 ） 10

基準から15％
以上減少

7,540 7,460 7,400

（ 上 段 は 計 画 値 ） 1,812

死 傷 災 害
7,792 人

基準から５％
以上減少

7,700 7,620

建設業対策

（ 上 段 は 計 画 値 ）

死亡災害
業種別労働災害防止

7 7 7 7 7

5
9 人

第14次労働災害防止計画（神奈川計画）推進状況
神奈川労働局 令和５年（2023年）３月末現在

計画期間 2023（令和５）年度から2027（令和９）年度まで

計画の全体目標
・2027年までに、神奈川県内の労働災害による死亡者数を20名以下とする。

・2027年までに、神奈川県内の労働災害による死傷者数を、2022年と比較し

て５％以上減少する。

【2022（比較基準年）：死亡者数30名、死傷者数7,792名】

【2027年（最終目標：死亡者数20名以下、死傷者数7,400名】

重 点 対 策 の 目 標 設 定 (抜粋)

8つの重点事項
・自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発
・労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進
・高年齢労働者の労働災害防止対策の推進
・多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進
・個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
・業種別の労働災害防止対策の推進
・労働者の健康確保対策の推進
・化学物質等による健康障害防止対策の推進

神奈川労働局・各労働基準監督署
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